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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　回転する感光体と、
　帯電された前記感光体に光を照射することにより、前記感光体上に静電潜像を形成する
光照射手段と、
　前記感光体に画像を形成するために作用し、前記感光体と対向して前記感光体の軸線方
向にのびたプロセス手段と、
　前記プロセス手段に電圧を印加する印加手段と、
　前記印加手段が前記プロセス手段に電圧を印加することにより、前記プロセス手段と前
記感光体を流れる電流を検出する検出手段と、
　前記光照射手段から照射される光を一部遮蔽する遮蔽手段と、を有し、
　前記光照射手段は前記感光体と前記遮蔽手段にまたがって光を照射することにより、前
記感光体上に静電潜像パターンを形成し、前記静電潜像パターンの前記軸線方向における
変位に応じて、前記検出手段は前記プロセス手段と前記感光体を流れる電流が変化するタ
イミングを前記感光体の回転方向に沿って検出し、検出した前記タイミングに従って前記
光照射手段からの光照射が制御されることを特徴とする画像形成装置。
【請求項２】
　前記遮蔽手段は前記光照射手段と前記感光体との間に設けられ、前記軸線方向における
前記感光体の端部に設けられていることを特徴とする請求項１に記載の画像形成装置。
【請求項３】
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　前記遮蔽手段は前記軸線方向における前記感光体の両端部に設けられていることを特徴
とする請求項２に記載の画像形成装置。
【請求項４】
　前記感光体と、前記光照射手段と、前記検出手段と、前記遮蔽手段のそれぞれを各色に
対応して有し、
　それぞれの前記感光体に形成された各色の画像を記録媒体又は転写体に転写することに
より、記録媒体又は転写体にカラー画像を形成することを特徴とする請求項１乃至請求項
３のいずれか１項に記載の画像形成装置。
【請求項５】
　前記感光体上に形成される前記静電潜像パターンをトナーで現像しない場合、前記遮蔽
手段は、前記光照射手段から照射される光を一部遮蔽する遮蔽位置に移動し、前記感光体
上に形成される静電潜像をトナーで現像する場合、前記遮蔽手段は、前記光照射手段から
照射される光を遮蔽しない退避位置に移動することを特徴とする請求項１乃至請求項４の
いずれか１項に記載の画像形成装置。
【請求項６】
　回転する感光体と、
　帯電された前記感光体に光を照射することにより、前記感光体上に静電潜像を形成する
光照射手段と、
　前記感光体に画像を形成するために作用し、前記感光体と対向して前記感光体の軸線方
向にのびたプロセス手段と、
　前記プロセス手段に電圧を印加する印加手段と、
　前記印加手段が前記プロセス手段に電圧を印加することにより、前記プロセス手段と前
記感光体を流れる電流を検出する検出手段と、を有し、
　前記光照射手段は前記感光体の感光層が設けられている領域と感光層が設けられていな
い領域にまたがって光を照射することにより、前記感光層が設けられている領域に静電潜
像パターンを形成し、前記静電潜像パターンの前記軸線方向における変位に応じて、前記
検出手段は前記プロセス手段と前記感光体を流れる電流が変化するタイミングを前記感光
体の回転方向に沿って検出し、検出した前記タイミングに従って前記光照射手段からの光
照射が制御されることを特徴とする画像形成装置。
【請求項７】
　前記感光層が設けられていない領域は前記軸線方向における前記感光体の端部に存在す
ることを特徴とする請求項６に記載の画像形成装置。
【請求項８】
　前記感光層が設けられていない領域は前記軸線方向における前記感光体の両端部に存在
することを特徴とする請求項７に記載の画像形成装置。
【請求項９】
　回転する感光体と、
　帯電された前記感光体に光を照射することにより、前記感光体上に静電潜像を形成する
光照射手段と、
　前記感光体に画像を形成するために作用し、前記感光体と対向して前記感光体の軸線方
向にのびたプロセス手段と、
　前記プロセス手段に電圧を印加する印加手段と、
　前記印加手段が前記プロセス手段に電圧を印加することにより、前記プロセス手段と前
記感光体を流れる電流を検出する検出手段と、を有し、
　前記光照射手段は前記感光体において前記検出手段により表面電位の変化を検出できる
領域とできない領域にまたがって光を照射することにより、前記感光体上に静電潜像パタ
ーンを形成し、前記静電潜像パターンの前記軸線方向における変位に応じて、前記検出手
段は前記プロセス手段と前記感光体を流れる電流が変化するタイミングを前記感光体の回
転方向に沿って検出し、検出した前記タイミングに従って前記光照射手段からの光照射が
制御されることを特徴とする画像形成装置。
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【請求項１０】
　前記軸線方向において、前記検出手段の長さは前記表面電位の変化を検出できる領域に
対応した長さであり、前記検出手段の端部は前記感光体の端部よりも内側に存在すること
を特徴とする請求項９に記載の画像形成装置。
【請求項１１】
　前記軸線方向において、前記検出手段の長さは前記感光体の長さよりも短いことを特徴
とする請求項１０に記載の画像形成装置。
【請求項１２】
　前記感光体と、前記光照射手段と、前記検出手段のそれぞれを各色に対応して有し、
それぞれの前記感光体に形成された各色の画像を記録媒体又は転写体に転写することによ
り、記録媒体又は転写体にカラー画像を形成することを特徴とする請求項６乃至請求項１
１のいずれか１項に記載の画像形成装置。
【請求項１３】
　前記静電潜像パターンは前記軸線方向に平行な直線形状の第１静電潜像パターンと前記
軸線方向に対して斜めに傾いた直線形状の第２静電潜像パターンを含み、前記第１の静電
潜像パターンによって表面電位が変化するタイミングから前記第２の静電潜像パターンに
よって表面電位が変化するタイミングまでの時間に従って、前記光照射手段からの光照射
が制御されることを特徴とする請求項１乃至請求項１２のいずれか１項に記載の画像形成
装置。
【請求項１４】
　前記静電潜像パターンは前記軸線方向に対して斜めに傾いた直線形状の静電潜像パター
ンを含み、前記斜めに傾いた静電潜像パターンによって表面電位が変化し始めたタイミン
グから変化し終わるタイミングまでの時間に従って、前記光照射手段からの光照射が制御
されることを特徴とする請求項１乃至請求項１２のいずれか１項に記載の画像形成装置。
【請求項１５】
　前記静電潜像パターンが前記軸線方向に関して変位する前の状態における基準時間を記
憶する記憶手段を有し、
　前記記憶手段に記憶された基準時間と前記検出した時間との差に基づいて、前記光照射
手段からの光照射が制御されることを特徴とする請求項１乃至請求項１４のいずれか１項
に記載の画像形成装置。
【請求項１６】
　前記光照射の制御とは、前記光照射手段から前記感光体に照射される光の照射タイミン
グを調整することであることを特徴とする請求項１乃至請求項１５のいずれか１項に記載
の画像形成装置。
【請求項１７】
　前記プロセス手段は、前記感光体を帯電する帯電手段と、前記感光体に形成された静電
潜像をトナーで現像して前記感光体上にトナー像を形成する現像手段と、前記感光体に形
成されたトナー像を記録媒体又は像担持体に転写する転写手段を含むことを特徴とする請
求項１乃至１６のいずれか１項に記載の画像形成装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電子写真方式を用いた画像形成装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　電子写真方式を用いた画像形成装置では、感光体に対してスキャナユニットから光を照
射して静電潜像を形成し、形成した静電潜像をトナーで現像した後、現像した画像を記録
媒体に転写することにより記録媒体に画像を形成する。この種の装置では、長時間にわた
り連続して画像形成を行うと、装置内の温度が上昇して画像ズレが発生する場合がある。
この画像ズレとは、感光体に対するスキャナユニットからの光が適正な照射位置からずれ
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てしまうことを指しており、温度が上昇するとともにスキャナユニットに含まれるレンズ
等の特性が変化することが主な原因である。また画像ズレが発生するその他の要因として
、感光体とスキャナユニットの機械的な取り付け誤差、感光体や感光体を駆動するための
ギアの偏心等が挙げられ、これらによって生じる画像ズレを補正するために種々の対策が
望まれていた。
【０００３】
　また、上述したような１つの感光体の場合は単なる画像の形成位置のズレであるが、複
数の感光体を用いて画像形成するカラー画像形成装置においては、その画像ズレが色ズレ
となって問題になる場合がある。つまり、複数の感光体それぞれに形成された色の異なる
画像を、例えば中間転写体上に順次重ねて転写していく際、ある色の画像の転写位置が他
の色の画像の転写位置に対して相対的にずれると、重なって形成されたカラー画像に色ズ
レが発生する。
【０００４】
　ここで、これらの画像ズレとしては、感光体が回転する方向である副走査方向の画像ズ
レと感光体上をスキャナユニットからの光が走査する方向である主走査方向の画像ズレが
ある。主走査方向の画像ズレとしては例えば、主走査方向における画像の傾きや主走査方
向の長さの変動がある。
【０００５】
　画像ズレを補正するための対策として、特許文献１に見られるように、複数の感光体の
それぞれから転写ベルトに各色のトナーパターンを転写して、トナーパターンの相対位置
を光学センサで検出し、検出結果を用いて、副走査方向及び主走査方向の画像ズレを補正
する方法が知られている。しかしながら、特許文献１に記載の発明では、転写ベルト上に
形成したトナーパターンをクリーニングするためのダウンタイムが発生する。近年、この
画像ズレを補正するために発生するダウンタイムを削減するために、特許文献２に見られ
るように、感光体上に形成した静電潜像パターンを用いて副走査方向の画像ズレを検出し
た後、検出結果を用いて画像ズレを補正する画像形成装置が提案されている。特許文献２
に記載の発明は、副走査方向における画像ズレを補正する場合において、トナーパターン
を形成することなく、静電潜像パターンを用いるので、トナーパターンをクリーニングす
る動作が不要である。そのため、ダウンタイムを削減し、且つ、トナー消費量を削減でき
るという点で優れている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開平７－２３４６１２号公報
【特許文献２】特開２０１２－０３２７７７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ここで前述したように、画像ズレには副走査方向の画像ズレだけでなく主走査方向の画
像ズレも発生する。この主走査方向の画像ズレを補正する場合に、従来のようなトナーパ
ターンを用いて補正する場合は、ダウンタイムが生じてしまう。
【０００８】
　したがって本発明の課題は、主走査方向の画像ズレを補正する際に、ダウンタイムを削
減し、且つ、トナー消費量を削減することである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記の目的を達成するための本発明の画像形成装置は、回転する感光体と、前記感光体
に光を照射することにより、前記感光体上に静電潜像を形成する光照射手段と、前記感光
体に画像を形成するために作用し、前記感光体と対向して前記感光体の軸線方向にのびた
プロセス手段と、前記プロセス手段に電圧を印加する印加手段と、前記印加手段が前記プ
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ロセス手段に電圧を印加することにより、前記プロセス手段と前記感光体を流れる電流を
検出する検出手段と、前記光照射手段から照射される光を一部遮蔽する遮蔽手段と、を有
し、前記光照射手段は前記感光体と前記遮蔽手段にまたがって光を照射することにより、
前記感光体上に静電潜像パターンを形成し、前記静電潜像パターンの前記軸線方向におけ
る変位に応じて、前記検出手段は前記プロセス手段と前記感光体を流れる電流が変化する
タイミングを前記感光体の回転方向に沿って検出し、検出した前記タイミングに従って前
記光照射手段からの光照射が制御されることを特徴とする。
　また、上記の目的を達成するための本発明の画像形成装置は、回転する感光体と、帯電
された前記感光体に光を照射することにより、前記感光体上に静電潜像を形成する光照射
手段と、前記感光体に画像を形成するために作用し、前記感光体と対向して前記感光体の
軸線方向にのびたプロセス手段と、前記プロセス手段に電圧を印加する印加手段と、前記
印加手段が前記プロセス手段に電圧を印加することにより、前記プロセス手段と前記感光
体を流れる電流を検出する検出手段と、を有し、前記光照射手段は前記感光体の感光層が
設けられている領域と感光層が設けられていない領域にまたがって光を照射することによ
り、前記感光層が設けられている領域に静電潜像パターンを形成し、前記静電潜像パター
ンの前記軸線方向における変位に応じて、前記検出手段は前記プロセス手段と前記感光体
を流れる電流が変化するタイミングを前記感光体の回転方向に沿って検出し、検出した前
記タイミングに従って前記光照射手段からの光照射が制御されることを特徴とする。
また、上記の目的を達成するための本発明の画像形成装置は、回転する感光体と、帯電さ
れた前記感光体に光を照射することにより、前記感光体上に静電潜像を形成する光照射手
段と、前記感光体に画像を形成するために作用し、前記感光体と対向して前記感光体の軸
線方向にのびたプロセス手段と、前記プロセス手段に電圧を印加する印加手段と、前記印
加手段が前記プロセス手段に電圧を印加することにより、前記プロセス手段と前記感光体
を流れる電流を検出する検出手段と、を有し、前記光照射手段は前記感光体において前記
検出手段により表面電位の変化を検出できる領域とできない領域にまたがって光を照射す
ることにより、前記感光体上に静電潜像パターンを形成し、前記静電潜像パターンの前記
軸線方向における変位に応じて、前記検出手段は前記プロセス手段と前記感光体を流れる
電流が変化するタイミングを前記感光体の回転方向に沿って検出し、検出した前記タイミ
ングに従って前記光照射手段からの光照射が制御されることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、主走査方向の画像ズレを補正する際に、ダウンタイムを削減し、且つ
、トナー消費量を削減することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】タンデム方式（４ドラム系）の画像形成装置の構成図
【図２】高圧電源装置の構成図、帯電高圧電源の回路図、エンジン制御のハードウェアブ
ロック図、エンジン制御部に係る機能ブロック図
【図３】スキャナユニットの構成図
【図４】主走査方向の画像ズレが生じる説明図
【図５】実施例１における遮蔽手段の構成図
【図６】実施例１において形成する静電潜像パターンの説明図
【図７】実施例１における補正制御のフローチャート
【図８】実施例２における遮蔽手段の構成図
【図９】実施例２において形成する静電潜像パターンの説明図
【図１０】実施例２における補正制御のフローチャート
【図１１】実施例３において形成する静電潜像パターンの説明図
【図１２】実施例４における構成図
【発明を実施するための形態】
【００１２】
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　（実施例１）
　本発明の実施の形態を図に基づいて説明する。
【００１３】
　（画像形成装置の構成図）
　図１は本発明を適用できるカラー画像形成装置１０の構成図である。図１のカラー画像
形成装置はイエロー、マゼンタ、シアン、ブラックのトナー像を形成するための４つの感
光体が並んで配置された構成であり、タンデム方式のカラー画像形成装置とも呼ばれてい
る。
【００１４】
　ピックアップローラ１３によって繰り出された紙等の記録媒体１２は、レジストセンサ
１１１によって先端位置が検出された後、その先端部分が搬送ローラ対１４、１５で形成
されるニップ部を少し通過した位置で搬送を一旦停止される。一方、光照射手段としての
スキャナユニット２０ａ～２０ｄは、レンズ、反射ミラー、レーザダイオード（発光素子
）を含み、回転する感光体としての感光ドラム２２ａ～２２ｄに対し、順次レーザ光２１
ａ～２１ｄを照射する。ここで、感光ドラムが回転する方向を副走査方向、スキャナユニ
ットからの光が走査する方向を主走査方向と定義する。レーザ光が照射される前に、感光
ドラム２２ａ～２２ｄは帯電ローラ２３ａ～２３ｄによって予め帯電されている。各帯電
ローラには例えば－１２００Ｖの電圧が出力されており、感光ドラムの表面は例えば－７
００Ｖで帯電されている。この帯電電位においてレーザ光２１ａ～２１ｄの照射によって
静電潜像を形成すると、静電潜像が形成された箇所の電位は例えば－１００Ｖとなる。現
像器２５ａ～２５ｄおよび現像ローラ２４ａ～２４ｄは例えば－３５０Ｖの電圧を出力し
、感光ドラム２２ａ～２２ｄの静電潜像にトナーが付着し、感光ドラム上にトナー像を形
成する。１次転写ローラ２６ａ～２６ｄは、例えば＋１０００Ｖの正電圧を出力し、感光
ドラム２２ａ～２２ｄのトナー像を、中間転写ベルト３０（転写体）に転写する。また、
感光ドラムの周囲に近接して配置され、感光ドラムに作用する各部材（帯電ローラ、現像
器、１次転写ローラ）は、画像を形成するために感光ドラムに作用するプロセス手段とも
呼ばれる。ここで、各符号の英文字ａはイエロー、ｂはマゼンタ、ｃはシアン、ｄはブラ
ックの構成及びユニットを示している。各現像器２５ａ～２５ｄにはそれぞれ対応する色
のトナーが収容されており、各感光ドラム２２ａ～２２ｄ上に異なる色のトナー像を形成
することができる。
【００１５】
　中間転写ベルト３０は、ローラ３１、３２、３３によって周回駆動され、トナー像を２
次転写ローラ２７の位置へ搬送する。この時、記録媒体１２は、２次転写ローラ２７の２
次転写位置において、搬送されたトナー像とタイミングが合うように搬送が再開される。
そして、２次転写ローラ２７によって中間転写ベルト３０から記録媒体上にトナー像が転
写される。その後、定着ローラ対１６、１７によって記録媒体１２のトナー像を加熱定着
した後、記録媒体１２を機外へ出力する。ここで、２次転写ローラ２７によって、中間転
写ベルト３０から記録媒体１２へ転写されなかったトナーは、クリーニングブレード３５
によって廃トナー容器３６に回収される。また、トナーパターンを検出する色ズレ検出セ
ンサ４０の動作については後述する。
【００１６】
　尚、図１においては、スキャナユニットにより光照射を行う系を説明した。しかし、そ
れに限定されることはなく、例えば、光照射手段としてＬＥＤアレイを備えた画像形成装
置においても、同様の画像ズレが生じる可能性があるため、以下の各実施例を適用するこ
とができる。以下の説明においては、光照射手段の一例としてスキャナユニットを備えた
構成として説明する。
【００１７】
　また、上の説明においては、中間転写ベルト３０を有する画像形成装置について述べた
が、その他の方式の画像形成装置にも適用できる。例えば、記録媒体搬送ベルトを備え、
各感光ドラム２２に現像されたトナー像を記録媒体搬送ベルトにより搬送されてくる記録
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媒体に直接転写する方式を採用した画像形成装置にも適用できる。
【００１８】
　（高圧電源装置の構成図）
　次に、図２（ａ）を用いて図１の画像形成装置における高圧電源装置の構成を説明する
。図２（ａ）に示す高圧電源回路装置は、帯電高圧電源回路４３ａ～４３ｄ、現像高圧電
源回路４４ａ～４４ｄ、１次転写高圧電源回路４６ａ～４６ｄ、２次転写高圧電源回路４
８を備えている。
【００１９】
　帯電高圧電源回路４３ａ～４３ｄは、帯電ローラ２３ａ～２３ｄに電圧を印加すること
で、感光ドラム２２ａ～２２ｄの表面にバックグラウンド電位を形成し、レーザ光の照射
によって静電潜像を形成可能な状態にする。ここで、帯電高圧電源回路４３ａ～４３ｄは
、それぞれ電流検出回路５０ａ～５０ｄを備えている。
【００２０】
　現像高圧電源回路４４ａ～４４ｄは、現像ローラ２４ａ～２４ｄに電圧を印加すること
で、感光ドラム２２ａ～２２ｄの静電潜像にトナーを載せ、トナー像を形成する。
【００２１】
　１次転写高圧電源回路４６ａ～４６ｄは、１次転写ローラ２６ａ～２６ｄに電圧を印加
することで、感光ドラム２２ａ～２２ｄのトナー像を中間転写ベルト３０に転写する。２
次転写高圧電源回路４８は、２次転写ローラ２７に電圧を印加することで、中間転写ベル
ト３０のトナー像を記録媒体１２へ転写する。
【００２２】
　（高圧電源の回路図）
　図２（ｂ）を用いて、図２（ａ）の高圧電源装置における帯電高圧電源回路４３の回路
構成を説明する。図２（ｂ）で、変圧器６２は、駆動回路６１によって生成される交流信
号の電圧を数十倍の振幅に昇圧する。ダイオード１６０１、１６０２及びコンデンサ６３
、６６によって構成される整流回路５１は、昇圧された交流信号を整流・平滑する。そし
て整流・平滑化された電圧信号は、出力端子５３に負の直流電圧として出力される。比較
器６０は、検出抵抗６７、６８によって分圧された出力端子５３の電圧と、制御部５４（
以下単に制御部５４と称する）によって設定された電圧設定値５５とが等しくなるよう、
駆動回路６１の出力を制御する。そして、出力端子５３の電圧に従い、グランドから感光
ドラム２２及び帯電ローラ２３を経由して出力端子５３へ電流が流れる。
【００２３】
　ここで、電流検出回路５０は、変圧器６２の２次側回路５００と接地点５７との間に挿
入されている。さらにオペアンプ７０の入力端子はインピーダンスが高く、電流が殆ど流
れないので、出力端子５３から変圧器６２の２次側回路５００を経て接地点５７へ流れる
直流電流は、ほぼ全て抵抗７１に流れるよう構成されている。また、オペアンプ７０の反
転入力端子は、抵抗７１を介して出力端子と接続されている（負帰還されている）ので、
非反転入力端子に接続されている基準電圧７３に仮想接地される。従って、オペアンプ７
０の出力端子には、出力端子５３に流れる電流量に比例した検出電圧５６が現れる。言い
換えれば、出力端子５３に流れる電流が変化すると、オペアンプ７０の反転入力端子では
なく、オペアンプ７０の出力端子の検出電圧５６が変化する形で、抵抗７１を介して流れ
る電流が変化することとなる。尚、コンデンサ７２は、オペアンプ７０の反転入力端子を
安定させるためのものである。
【００２４】
　また検出電流量を示す検出電圧５６は、コンパレータ７４の負極の入力端子（反転入力
端子）に入力されている。コンパレータ７４の正極入力端子には閾値であるＶｒｅｆ７５
が入力されており、反転入力端子の入力電圧が閾値を下回った場合に出力がＨｉ（正）に
なり、二値化電圧値５６１（Ｈｉになった電圧）が制御部５４に入力される。閾値Ｖｒｅ
ｆ７５は、画像ズレ補正用の静電潜像がプロセス手段に対向する位置を通過するときの検
出電圧５６１の極小値と、通過する前の検出電圧５６１の値と、の間の値に設定され、一
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度の静電潜像の検出で、検出電圧５６１の立上がりと立下がりとが検出される。制御部５
４は例えば検出電圧５６１の立上がり検出タイミングと立下がり検出タイミングの中点を
検出位置とする。また制御部５４が検出電圧５６１の立上がり及び立下がりの何れか一方
のみを検出しても良い。
【００２５】
　（エンジン制御部５４のハードウェアブロック図）
　制御部５４の説明を行う。制御部５４は、図１で説明した画像形成装置の動作を統括的
に制御する。ＣＰＵ３２１は、ＲＡＭ３２３を主メモリ、ワークエリアとして利用し、Ｅ
ＥＰＲＯＭ３２４に格納される各種制御プログラムに従い、上に説明したエンジン機構部
を制御する。また、ＡＳＩＣ３２２は、ＣＰＵ３２１の指示のもと、各種プリントシーケ
ンスにおいて、例えば各モータの制御、現像バイアスの高圧電源制御等を行う。尚、ＣＰ
Ｕ３２１の機能の一部或いは全てをＡＳＩＣ３２２に行わせても良く、また、逆にＡＳＩ
Ｃ３２２の機能の一部或いは全てをＣＰＵ３２１に代わりに行わせても良い。また制御部
５４の機能の一部を他の制御部５４相当のハードウェアに担わせても良い。
【００２６】
　（機能ブロック図）
　次に、エンジン制御部５４に係る機能ブロック図について図２（ｃ）のブロック図を用
いて説明する。アクチュエータ３２６、センサ３２５はハードウェアを示している。また
パッチ形成部３２７、プロセス手段制御部３２８及び画像ズレ補正制御部３２９の夫々は
機能ブロックを示す。以下、夫々について具体的に説明する。
【００２７】
　アクチュエータ３２６は、感光ドラムの駆動モータや現像器の離間モータなどのアクチ
ュエータ類を総称して表すものである。センサ３２５は、レジストセンサ１１１や電流検
知回路５０などのセンサ類を総称して表すものである。制御部５４は各種センサ３２５か
ら取得した情報に基づいて、各種処理を行う。アクチュエータ３２６は、例えば、後述す
る現像ローラ２４ａ～２４ｄを感光ドラムから離隔させる為のカムを駆動する駆動源とし
て機能する。
【００２８】
　また、パッチ形成部３２７は、スキャナユニット２０ａ～２０ｄを制御することで、後
述する静電潜像パターン８０を各感光ドラム２２ａ～２２ｄに形成する。画像ズレ補正制
御部３２９は、検出電圧５６１で検知されるタイミングから、後述される計算方法で画像
ズレ補正量の算出および画像ズレの補正を行う。
【００２９】
　尚、ここで説明した機能を実現するうえで、ハードウェアがどのような形態かは限定さ
れるものではなく、ＣＰＵ３２１や、ＡＳＩＣ３２２や、その他のハードウェアなど、ど
れを動作させても良く、また任意の分配で各ハードウェアに処理を分担させても良い。
【００３０】
　（スキャナユニットの構成図）
　次に、図３を用いて図１の画像形成装置におけるスキャナユニット２０ａの構成を説明
する。図３において光学箱２０１は、光源２０２、ポリゴンミラー２０３、走査レンズ２
０４、書き出し光線反射ミラー２０５、書き出し開始センサ２０６を備えている。
【００３１】
　光源２０２は、レーザ光束Ｌ１をポリゴンミラー２０３に向けて発射する。ポリゴンミ
ラー２０３は不図示のスキャナモータによって矢印２０３Ｒの方向に回転駆動され、レー
ザ光束Ｌ１を矢印ＳＤの方向に走査する（レーザ光束Ｌ２）。この光束Ｌ２は走査レンズ
２０４を通過し、スキャナユニット２０ａの外の感光ドラム２２ａ上に結像、走査され、
静電潜像を形成する。
【００３２】
　また、走査されたレーザ光束の一部（Ｌ３）は、光学箱２０１に取り付けられた反射ミ
ラー２０５により反射した後、書き出し開始センサ２０６に入射する。光束Ｌ３が書き出
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し開始センサ２０６を通過した瞬間から一定の書き出し待ち時間を経て、不図示の画像コ
ントローラから信号を読み込んで光源２０２の駆動を開始する。これによって、各走査線
の第１番目の画素の位置がずれないようにしている。また、図３においてＬ２ｓ光束が走
査線２１ａの開始点であり、Ｌ２ｅ光束が走査線２１ａの終了点である。
【００３３】
　光学箱には本体フレームと勘合する位置決め突起２０７を有し、本体フレーム１０ａに
対して、ひいては感光ドラムに対してスキャナユニットが高精度に位置決めされ、２０ａ
～２０ｄのスキャナユニットいずれもがその位置を保つことでスキャナユニットの取り付
け誤差による画像ズレを抑制している。
【００３４】
　（主走査方向の書き出し位置の変化の説明）
　ここでスキャナユニットが感光ドラムに対して位置決めされた状態から、装置内の温度
が上昇することによって主走査方向の画像ズレが生じてしまう理由について説明する。図
４は温度上昇によって発生する主走査方向の画像ズレの主要因を示したものである。まず
、図４（ａ）について説明を行い、図４（ｂ）については後述する。
【００３５】
　長時間にわたり連続して画像形成を行って装置内の温度が上昇した結果、図４（ａ）の
ように温度が上昇する前は破線で示す形状であった光学箱２０１が実線の形状まで膨張し
てしまうと、光学箱２０１に取り付けられた反射ミラー２０５の角度が変化する。これに
より、光線が書き出し開始センサ２０６に到達するタイミングがずれて、走査線の開始点
Ｌ２ｓＡと終了点Ｌ２ｅＡもそれぞれ、Ｌ２ｓＢ、Ｌ２ｅＢの位置にずれることになる。
これを主走査方向の書き出し位置の変化と呼び、スキャナユニット２０ａ～２０ｄのそれ
ぞれで温度差が生じ、書き出し位置が変化して画像ズレが生じた場合、重なって形成され
たカラー画像に色ズレが発生する。
【００３６】
　（感光ドラムに形成される静電潜像パターンの説明）
　次に、主走査方向の書き出し位置の変化を検知するための静電潜像パターンについて説
明する。静電潜像パターンを感光ドラム上に形成する際には本実施例の特徴の１つである
遮蔽手段を用いる。そのため、まず遮蔽手段について図５を用いて説明する。遮蔽手段と
しては例えば、図５（ａ）に示すように、感光ドラム２２ａの表面近くに設置され、直線
のエッジを持つ遮光板２２ＭＳＫを適用することができる。なお、図５（ａ）においては
遮光板を主走査方向（図中ＳＤの方向）の右端部に設置しているが、左端部に設置しても
よい。また、遮光板はこのように主走査方向の端部に固定されなくても、可動式にして、
静電潜像パターン形成時以外（通常動作時）は、画像形成を行う領域から退避する構成に
してもよい。スキャナユニット２０ａから照射された光は遮光板に一部遮られて感光ドラ
ム上を走査し、静電潜像パターン８０を形成する。感光ドラム上において遮光板により光
が遮られた部分には静電潜像は形成されない。つまり、静電潜像パターン８０は図５（ｂ
）に示すように、主走査方向において端部が直線状にそろった形となる。ここで、図５（
ｂ）では便宜上感光ドラムの表面を長方形の枠で示している。なお、本実施例では通常の
画像形成に用いる画像幅９０は遮光板に覆われていない領域で静電潜像が形成できる部分
の長さ以下に設定されているものとする。
【００３７】
　（主走査方向の書き出し位置の変化の補正制御の説明）
　次に、図６を用いて実際に主走査方向の書き出し位置の変化を検知する方法について説
明する。図６は静電潜像パターン８０ｈ、８０ｓと、帯電高圧電源回路４３で検出した電
圧５６１の信号波形を示している。静電潜像パターン８０ｈは主走査方向に平行な直線形
状のパターンであり、８０ｓは主走査方向に対して斜めに傾いた直線形状のパターンであ
る。静電潜像パターン８０ｈと８０ｓを形成する際には、図６（ａ）に示すように遮光板
によってスキャナユニットからの光が一部遮光されるように露光する。信号波形は４３ａ
－ｓ１のように、およそ静電潜像パターンの面積に比例した電圧信号が得られる。
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【００３８】
　ここで長時間にわたり連続して画像形成を行って装置内の温度が上昇した結果、書き出
し位置がＳＤ１だけずれた場合を考える。図６（ｂ）における破線が画像ズレの小さい所
謂基準状態の静電潜像パターンの位置で、実線が画像ズレの発生した状態における静電潜
像パターンの位置である。このとき信号４３ａ－ｓ２を見ると、静電潜像パターン８０ｓ
の検知を開始するタイミングがずれていることがわかる。この信号を検知するタイミング
のズレをＴｄとする。この時間Ｔｄは主走査方向書き出し位置ズレＳＤ１と比例するので
、時間Ｔｄを検出すれば結果的に書き出し位置ずれ量を検知出来ることになる。
【００３９】
　なお、確実にこのＴｄを計測するための基準として８０ｈを利用する。具体的には、８
０ｈによる信号波形の立ち下がりエッジを基準にタイマ（不図示）のカウントをスタート
させる。そして次に、例えばＨレベルとＬレベルの中間の電圧を閾値として設定して、８
０ｓによる信号波形を検知し始めてから、その信号の値が閾値を下回った瞬間にカウンタ
を停止する。このような構成にすることで、レーザ光の照射位置が副走査方向にずれたと
しても、主走査方向の書き出し位置ズレ量を正しく検知することができる。図６で見ると
、（ａ）の状態では８０ｈと８０ｓの間でＴだった時間が、（ｂ）の状態ではＴ＋Ｔｄで
観測される。画像コントローラはこのＴｄの値をもとに、光源を駆動するタイミングを補
正する。その結果、画像の描かれる位置が、（ｂ）において、ちょうどＳＤ１だけ図中左
方向へ移動して、（ａ）の状態と同じになる。したがって、主走査方向書き出し位置の変
化による画像ズレを抑制することができる。
【００４０】
　なお、形成する静電潜像パターン８０ｓは図６に記載した形状に限定されるものではな
く、潜像パターンの主走査方向に関する変位に応じて電圧の検出タイミングが変化するよ
うな形状であればよい。
【００４１】
　（主走査書き出し位置の変化の補正制御のフローチャート）
　次に図７のフローチャートを用いて、実際に補正を行う手順について説明する。まず、
図７（ａ）に示す通り基準値を取得する。ここで基準値とは前述の時間Ｔ（図６）に相当
するもので、補正の目標とする数値のことである。画像形成装置の電源をＯＮにした初期
状態において、従来例のようなトナーパターンを用いた色ズレ補正を行い、十分色ズレの
小さい状態にしておく。ここでトナーパターンを用いた色ズレ補正を行うのは、装置内の
温度上昇によって生じる色ズレとは別の要因による色ズレ、すなわち、感光体や感光体を
駆動するギアの偏心等による色ズレの影響を防ぐために行っている。色ズレ補正を行った
後に、静電潜像パターン８０ｈと８０ｓを形成し、高圧電源回路からの信号で基準値Ｔを
取得する。取得したＴはメモリに保持しておく。なお、基準値Ｔは各色で取得しておく必
要がある。
【００４２】
　そして実際に静電潜像パターンを用いて色ズレ補正制御を行う手順を示したのが図７（
ｂ）である。図７（ｂ）において、本発明の画像形成装置は色ズレ補正の実行要求を受け
取ると、色ズレ補正処理を開始する。例えば、連続して複数枚のプリントを実行中に色ズ
レ補正の実行要求を受けると、実行中のプリントを完了した後に色ズレ処理を開始する。
ここで、色ズレ補正の実行要求を出すかどうか判断する指標となるものは画像形成装置内
の温度センサによって検知された装置内の温度でもよく、またプリント枚数カウンタのカ
ウント値でもよい。いずれにせよ画像形成装置の主走査方向の色ズレが許容できなくなる
であろうと予測される状態を、事前に検証して条件を定めればよい。連続プリントの枚数
が比較的少ない場合はこの実行要求が出される前に連続プリントは終了する。しかし、枚
数が比較的多い場合はこの実行要求が出されて以下の処理が行われる。すなわち、画像形
成装置はプリントを一時中断し、静電潜像パターンによる検知を再度行い、その結果をメ
モリ内のＴと比較し、差分をＴｄとして決定する。このＴｄに基づき、画像形成装置はレ
ーザの書き出しタイミングを補正して、プリントを再開する。この画像ズレ補正処理を各
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色で行うことで、色ズレを抑制することができる。
【００４３】
　以上、説明したように本実施例によれば、静電潜像パターンを用いて主走査方向の画像
ズレを検知することで、主走査方向の書き出し位置を適正な位置に補正することができる
。トナーパターンを形成していないので、トナーパターンをクリーニングする動作が不要
である。したがって、ダウンタイムを削減し、且つ、トナー消費量を削減することができ
る画像形成装置を提供することができる。
【００４４】
　（実施例２）
　実施例１は主走査方向の書き出し位置が変化した場合に、光照射手段から照射されるレ
ーザ光の書き出しタイミングを調整することで、書き出し位置を基準状態に補正すること
ができる。しかし、装置内の温度上昇によって生じる主走査方向の画像ズレはこれだけで
はない。本実施例では、主走査方向の書き出し位置の補正に加えて、主走査方向の全体倍
率に変化が生じた際に、これを適切な倍率に補正する方法について説明する。
【００４５】
　（主走査方向の全体倍率の変化の説明）
　まず、装置内の温度が上昇することによって主走査方向の全体倍率が変化する理由につ
いて説明する。
【００４６】
　長時間にわたり連続して画像形成を行って装置内の温度が上昇した結果、図４（ｂ）の
ように温度が上昇する前は破線の位置にあったレンズ２０４が実線の位置まで変化するこ
とで走査線の長さが伸びる。これにより、走査線の開始点Ｌ２ｓＡと終了点Ｌ２ｅＡもそ
れぞれ、Ｌ２ｓＣ、Ｌ２ｅＣの位置にずれることになる。これを主走査方向の全体倍率の
変化と呼び、スキャナユニット２０ａ～２０ｄのそれぞれで温度差が生じ、各色で走査線
の開始点と終了点が一致しない場合、重なって形成されたカラー画像に色ズレが発生する
。
【００４７】
　（感光ドラムに形成される静電潜像パターンの説明）
　次に、主走査方向の全体倍率の変化を検知するための静電潜像パターンについて説明す
る。静電潜像パターンを感光ドラム上に形成する際には、実施例１と同様に遮蔽手段を用
いる。遮蔽手段の構成を図８（ａ）に示す。実施例１と同じ構成には同一の符号を付し、
その説明を省略する。実施例１と異なる点は、遮蔽手段としての遮光板２２ＭＳＫが主走
査方向の両端部に設置されていることである。また、遮光板はこのように両端部に固定さ
れなくても、可動式にして、静電潜像パターン形成時以外（通常動作時）は、画像形成を
行う領域から退避する構成にしてもよい。スキャナユニット２０ａから照射された光は遮
光板に一部遮られて感光ドラム上を走査し、静電潜像パターン８０を形成する。感光ドラ
ム上において遮光板により光が遮られた部分には静電潜像は形成されない。つまり、静電
潜像パターン８０は図８（ｂ）に示すように、主走査方向において両端部が直線状にそろ
った形となる。
【００４８】
　（主走査方向の全体倍率の変化の補正制御の説明）
　次に、図９を用いて実際に主走査方向の全体倍率の変化を検知する方法について説明す
る。本実施例では、図９（ａ）に示すように実施例１で用いた静電潜像パターンの組を主
走査方向の両端部に形成する。図９（ａ）のように両端部で主走査方向のズレを検知する
ことで、走査線の開始点と終了点のズレを検知することができる。
【００４９】
　図９（ｂ）の表は、両端部において検知したズレの方向によって走査線がどのように変
化したかを示すものである。表に示すように、走査線の変化は基本的に伸び縮みすなわち
全体倍率の変化と、左右ズレすなわち書き出し位置の変化の組み合わせで表現できる。書
き出し位置の補正は、実施例１で述べたようにレーザ光の照射タイミングを調整すること
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で行う。全体倍率の補正は画像クロック周波数を調整することで行う。また、実際には左
右でズレ量も異なるので、走査線の伸び縮みと左右ズレが混合した状態となるが、この場
合は画像クロック周波数とレーザ光の照射タイミングの両方を調整すればよい。
【００５０】
　（主走査全体倍率の変化の補正制御のフローチャート）
　次に図１０のフローチャートを用いて、実際に補正を行う手順について説明する。図１
０において実施例１と同じ部分については説明を省略する。まず、図１０（ａ）において
両端部の静電潜像パターンそれぞれについて基準値を取得する。基準値を取得する前は実
施例１と同様にトナーパターンによる色ズレ補正を行い、十分色ズレの小さい状態にして
おく。色ズレ補正を行った後に、静電潜像パターンを感光体の主走査方向の両端部に形成
することで基準値を取得する。ここで走査線の書き出し側に位置する静電潜像パターンの
基準値をＴ（ｓ）、書き終わり側に位置する静電潜像パターンの基準値をＴ（ｅ）とする
。取得した２つの基準値はそれぞれメモリに保持しておく。なお、基準値は各色で取得し
ておく必要がある。
【００５１】
　そして実際に静電潜像パターンを用いて色ズレ補正制御を行う手順を示したのが図１０
（ｂ）である。図１０（ｂ）において、本発明の画像形成装置は色ズレ補正の実行要求を
受け取ると、色ズレ補正処理を開始する。基準値を取得した時と同じように静電潜像パタ
ーンを両端部に形成して検知を行い、その結果をメモリ内のＴ（ｓ）、Ｔ（ｅ）とそれぞ
れ比較し、差分をＴｄ（ｓ）、Ｔｄ（ｅ）として決定する。この差分と図９（ｂ）の表を
参照しながら、画像形成装置は画像クロック周波数やレーザ光の書き出しタイミングを調
整して、プリントを再開する。この画像ズレ補正処理を各色で行うことで、色ズレを抑制
することができる。
【００５２】
　以上、説明したように本実施例によれば、静電潜像パターンを用いて主走査方向の画像
ズレを検知することで主走査方向の全体倍率を適正な倍率に補正することができる。トナ
ーパターンを形成していないので、トナーパターンをクリーニングする動作が不要である
。したがって、ダウンタイムを削減し、且つ、トナー消費量を削減することができる画像
形成装置を提供することができる。
【００５３】
　（実施例３）
　実施例１と実施例２においては、レーザ光の照射位置が副走査方向にずれたとしても、
主走査方向のズレ量を正しく検知することができるように、図６に記載された２つの静電
潜像パターン（８０ｈ、８０ｓ）を感光体上に形成していた。本実施例では１つの静電潜
像パターンで主走査方向の画像ズレ量を検知する方法について説明する。
【００５４】
　（感光ドラムに形成される静電潜像パターンの説明）
　本実施例における静電潜像パターンの形状を図１１に示す。本実施例では実施例１、実
施例２とは異なり、１つ静電潜像パターン（８１ｓ）のみを形成する。静電潜像パターン
８１ｓを検知し始めてから検知し終わるまでの時間を測定することで、主走査方向の画像
ズレ量を検知することができる。検知の際には、実施例１で述べたように適切な閾値を設
定して、その閾値を下回った瞬間にカウンタを起動し、上回った瞬間にカウンタを停止す
ればよい。またこの方法でも、レーザ光が副走査方向にずれた場合に主走査方向の画像ズ
レ量を正しく検知することができる。レーザ光が副走査方向にずれていないという前提が
ある場合、例えば前処理として副走査方向の画像ズレを補正する処理を行った場合は、潜
像を形成してから静電潜像パターン８１ｓを検知するまでの時間を測定することによって
も主走査方向の画像ズレ量を検知することが可能である。
【００５５】
　なお、本実施例において形成する静電潜像パターン８１ｓは図１１に記載した形状に限
定されるものではなく、潜像パターンの主走査方向に関する変位に応じて電圧の検出タイ
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ミングが変化するような形状であればよい。
【００５６】
　以上、説明したように本実施例によれば、１つの静電潜像パターンを用いることで主走
査方向の画像ズレを補正することができる。したがって、本実施例においても前述の実施
例と同様、ダウンタイムを削減し、且つ、トナー消費量を削減することができる画像形成
装置を提供することができる。
【００５７】
　（実施例４）
　これまで説明した実施例では、主走査方向の画像ズレ量を検知するために遮蔽手段を用
いてレーザ光の一部を遮蔽し、感光ドラム上に静電潜像パターンを形成していた。しかし
、静電潜像パターンを形成する方法はこれに限定されない。本実施例では、遮蔽手段を設
けずに前述の実施例と同様の静電潜像パターンを形成する。
【００５８】
　図１２（ａ）には感光ドラムの端部に設けられた感光層が塗布されていない領域９０に
またがって光を照射し、静電潜像パターンを感光ドラム上に形成する様子を示している。
感光層が塗布されていない領域９０には静電潜像は形成されない。そのため、このような
構成にすることで、レーザ光を一部遮蔽した場合と同じ静電潜像パターンを形成すること
ができる。
【００５９】
　図１２（ｂ）には帯電ローラ２３ａ（検出手段）によって感光ドラムの表面電位の変化
を検出できない領域９１にまたがって光を照射し、静電潜像パターンを感光ドラム上に形
成する様子を示している。領域９１と対向する位置まで帯電ローラの長さが及んでいない
ので、この領域に仮に静電潜像が形成されても表面電位の変化を検出することはできない
。つまり、この領域には静電潜像が形成されていないものとして扱うことができる。その
ため、このような構成にすることで、レーザ光を一部遮蔽した場合と同じ静電潜像パター
ンを形成することができる。
【００６０】
　以上、説明したように、遮蔽手段を設けずに、感光層が塗布されていない領域や表面電
位の変化を検出することができない領域を利用して形成した静電潜像パターンを用いて、
主走査方向の画像ズレ量を検知することができる。したがって、本実施例においても前述
の実施例と同様、ダウンタイムを削減し、且つ、トナー消費量を削減することができる画
像形成装置を提供することができる。また、遮蔽手段がないため、遮蔽手段を設けるスペ
ースを確保する必要がなく装置の大型が抑制できる。
【符号の説明】
【００６１】
　１０　カラー画像形成装置
　１０ａ　本体フレーム
　２０ａ～２０ｄ　スキャナユニット
　２０１　光学箱
　２０２　光源
　２０３　ポリゴンミラー
　２０４　走査レンズ
　２０５　書き出し光線反射ミラー
　２０６　書き出し位置センサ
　２０７　位置決め突起
　２１ａ～２１ｄ　レーザ光
　２２ａ～２２ｄ　感光ドラム
　２３ａ～２３ｄ　帯電ローラ
　２４ａ～２４ｄ　現像スリーブ
　２５ａ～２５ｄ　現像器
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　２６ａ～２６ｄ　１次転写ローラ
　３０　中間転写ベルト
　４０　色ズレ検出センサ
　ａ，ｂ，ｃ，ｄ＝Ｙ，Ｍ，Ｃ，Ｋ
　４３ａ～４３ｄ　帯電高圧電源回路
　４４ａ～４４ｄ　現像高圧電源回路
　４６ａ～４６ｄ　１次転写高圧電源回路
　５０ａ～５０ｄ　電流検出回路
　８０　静電潜像
 

【図１】 【図２】
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